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  条   例   

条 例 第  ３３  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

   熊本市防災基本条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市防災基本条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 自助、共助及び公助（第４条―第１０条） 

 第３章 情報の収集、分析及び発信（第１１条） 

 第４章 多様性の尊重（第１２条） 

 第５章 復旧及び復興（第１３条） 

 第６章 災害の教訓等の伝承（第１４条―第１６条） 

 附則 

 

 本市は、これまで、水害、台風及び地震等の自然の脅威によって、市民生活や都市

基盤、過去からの貴重な遺産等が甚大な被害を受けてきた。特に、平成２８年熊本地

震では、我が国観測史上初となる２度にわたる大規模な地震により、多くのかけがえ

のない生命が失われ、甚大な被害をもたらした。 

 その中で、私たちは、互いに支え合いながら復旧・復興に力を尽くすとともに、災

害が残した爪痕と先人たちの記録から学び、教訓を得、これを後世に伝えていき、災

害に備えることの大切さを痛感した。 

 私たちは、これまでの災害の経験を生かして、あらゆる災害から市民の生命、身体、

財産、そして暮らしを守るため、協働の精神で、平時から防災活動に取り組み、それ

を次の世代に伝えていくことで、誰もが安心して暮らすことができる真に災害に強い
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まちの実現を目指し、この条例を制定する。 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害時に市民等の生命、身体、財産及び暮らし並びに個人の尊

厳を守るために、防災に関する基本的な考え方を示し、市、市民、事業者及び地域

の防災組織の役割を明らかにするとともに、防災に関する意識の醸成を図ることに

より、地域防災力の最大化を図り、もって現在及び将来の市民が安心して暮らすこ

とができる真に災害に強いまちを実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、噴火その他の災害対策基本法（昭和   

３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。 

 (2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、

及び災害の復旧を図ることをいう。 

 (3) 地域防災力 住民一人一人が自ら行う防災活動、地域の防災組織、消防団、水

防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及

びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によ

って確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいう。 

 (4) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 本市の区域内に住所を有する者 

イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 

 (5) 事業者 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人をいう。 

 (6) 地域の防災組織 校区防災連絡会（熊本市地域防災計画に定める校区又は地区

の防災組織をいう。）、避難所運営委員会（指定避難所（災害対策基本法第４９

条の７第１項の指定避難所をいう。）の開設及び運営並びに運営の規準の策定を

行う組織をいう。）及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な

防災組織をいう。）をいう。 

 (7) 避難所 居住等の場所から一時的に避難した市民等を必要な期間滞在させ、又
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は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した市民その他の被災者を一定

期間滞在させるための施設であって、被災者支援の地域拠点としての機能を持つ

ものをいう。 

 (8) 帰宅困難者 災害に伴う交通の途絶等により、帰宅が困難となった者をいう。 

 (9) 避難行動要支援者 本市に居住する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮

を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特

に支援を要するものをいう。 

 （基本理念） 

第３条 本市の防災は、様々な分野の平時におけるまちづくりの取組が防災につなが

るという認識の下、市、市民、事業者及び地域の防災組織の各々が防災意識及び災

害対応力を高めるとともに、自助、共助及び公助を結集することにより行われなけ

ればならない。 

２ 市、市民、事業者及び地域の防災組織は、これまでの災害の記録、記憶及び教訓

（以下「災害の教訓等」という。）を日常生活に生かし、災害の発生に備えるとと

もに、これを次の世代に伝承していかなければならない。 

第２章 自助、共助及び公助 

（市民の役割） 

第４条 市民は、次に掲げる取組を行うことにより、自ら及びその家族の安全を確保

するよう努めるものとする。 

(1) 自宅における防災に資する環境の整備を行うとともに、災害発生時において自

立した生活を確保するための必要な物資等の備蓄に努めること。 

(2) 平時から自主的に防災に関する知識を習得し、家族と共有するとともに、地域

における防災の取組に積極的に参加すること。 

(3) ハザードマップ（災害の範囲、程度等の予測を示す地図をいう。以下同じ。）

等によりその地域で発生する可能性のある災害の種類、規模、被害等を把握し、

災害発生時に自ら及びその家族が安全を確保するための行動を迅速かつ適切に

できるよう備えること。 

 (4) 災害発生時においては、近隣の者の間において助け合うこと。 

(5) 災害発生時においては、ボランティア等の多様な支援の選択肢があることを理
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解し、その活用を検討し、自らの暮らしの再建に生かすこと。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、次に掲げる取組を行うよう努めるものとする。 

(1) 災害発生時における避難行動、安否の確認方法その他の従業員等の安全を確保

するための行動及び手段について、災害の種類ごとに確認し、災害発生時に迅速

かつ適切に行動できるよう備えること。 

(2) 災害発生時においては、自らの能力を活用して、市民等の安全に貢献すること。 

(3) 平時から地域における防災の取組に協力すること。 

(4) 市が実施する防災に関する施策に協力すること。 

(5) 従業員が防災に関する知識及び技術を習得する機会を提供すること。 

(6) 事業所の施設及び設備の災害に対する安全性を確保すること。 

（地域の防災組織の役割） 

第６条 地域の防災組織は、次に掲げる取組を行うよう努めるものとする。 

(1) ハザードマップ等によりその地域で発生する可能性のある災害の種類、規模、

被害等を把握し、必要な資機材の準備及び訓練を実施すること。 

(2) 地域の特性に応じて、平時から住民との連携を深め、地域の住民が防災活動に

参加しやすい環境の整備を促進すること。 

(3) 災害発生時においては、市その他関係機関と連携し、災害に関する情報の収集

及び伝達、初期消火、救助、応急手当、避難誘導等の地域における応急対策を行

うとともに、地域の被災者支援等の復旧に向けた活動を推進すること。 

（市の役割） 

第７条 市は、第１条の目的を達成するため、防災に関する施策を策定し、総合的に

これを実施しなければならない。 

２ 市は、関係機関及びボランティア団体との間において、災害発生時における協力

体制を構築しなければならない。 

３ 市は、防災に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者及び地域の

防災組織並びに国、他の地方公共団体及び関係機関との連携に努めるものとする。 

４ 市は、他の地方公共団体及び関係機関からの応援及び必要物資の供給を受けるた

めの体制を整備しなければならない。 

５ 市は、他の地方公共団体との間において、災害発生時における応援及び協力を相
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互に行う体制を構築するよう努めるものとする。 

６ 市は、市民、事業者及び地域の防災組織による防災活動が促進される環境を整備

するとともに、必要な支援を行うものとする。 

７ 市は、その企画する施策に防災への配慮を取り入れることにより、市民等の安全

及び安心を確保するよう努めなければならない。 

８ 市は、研修、防災訓練等により、職員の災害対応に係る能力の向上に努めなけれ

ばならない。 

９ 市は、災害に強い都市基盤の形成及び防災拠点施設の機能の強化に努めなければ

ならない。 

１０ 市は、複合災害（複数の災害が同時又は短期間に発生し、それらの影響が複合

化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象をいう。）そ

の他の防災に関する施策の実施が困難な状況を想定した体制の整備等に努めなけれ

ばならない。 

（避難所の運営等） 

第８条 市民、地域の防災組織、避難所を設置する施設の管理者及び市は、平時から

連携を深めるとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、互いに

協力して避難所の運営を行うものとする。 

２ 市は、市民及び地域の防災組織が適切に避難所を運営できるよう、運営に係る物

資の準備、平時の訓練その他の必要な支援を行うものとする。 

３ 市は、避難所を運営する市民及び地域の防災組織と協力し、それぞれの避難者の

状況に応じた必要な支援に取り組むものとする。 

４ 市は、事業者及び地域の防災組織と協力し、車中泊避難者、在宅避難者等の把握

に努め、必要な支援に取り組むものとする。 

（帰宅困難者に係る対策） 

第９条 市民は、自ら及びその家族が帰宅困難者となった場合に備え、安否の確認方

法の取決めその他必要な準備を行うよう努めるものとする。 

２ 事業者は、従業員等が帰宅困難者となった場合に備え、その滞在のために必要な

物資等の備蓄その他必要な準備を行うよう努めるものとする。 

３ 市は、帰宅困難者への支援を迅速に行うための体制を整備するものとする。 

（避難行動要支援者への支援） 
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第１０条 市は、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な

措置（以下「避難支援等」という。）が円滑に行われるための仕組みを構築しなけ

ればならない。 

２ 市は、避難支援等を行うために必要な情報の収集及び整理をするとともに、これ

を避難支援等に関わる地域団体（町内自治会その他の地域活動を行う団体をいう。

以下同じ。）その他関係機関と共有するよう努めなければならない。 

３ 市は、避難行動要支援者及びその家族等（以下「避難行動要支援者等」という。）

が避難支援等の取組に対する理解を深めることができるようにするとともに、避難

行動要支援者等と避難支援等に関わる地域団体、医療又は福祉に関する団体その他

関係機関との連携が深まるよう努めなければならない。 

４ 避難支援等に関わる地域団体その他関係機関は、平時から地域活動等を通じて、

避難行動要支援者の避難を支援するために必要な情報を収集し、その支援につなが

るよう努めるものとする。 

   第３章 情報の収集、分析及び発信 

（正確な情報の発信等） 

第１１条 市は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、市民、事

業者及び地域の防災組織が早めの避難その他の適切な行動がとれるよう、防災に関

する情報を正確かつ迅速に発信するとともに、当該情報を取得できる環境を整備し

なければならない。 

２ 市は、前項に規定する情報の発信に当たっては、災害発生時に錯綜する情報を適

切に整理し、これを分析することにより、情報の正確性を確保しなければならない。 

３ 市民、事業者及び地域の防災組織は、災害発生時には正確な情報を収集し、これ

に基づき行動するよう努めるものとする。 

第４章 多様性の尊重 

第１２条 市、市民、事業者及び地域の防災組織は、被災者の年齢、国籍、性別及び

障害の特性に関する多様性を理解し、全ての被災者がその尊厳を傷つけられること

なく必要な支援を受けられるよう、適切な配慮をしなければならない。 

   第５章 復旧及び復興 

第１３条 市は、災害による被害を受けたときは、被害を受けた地域の速やかな復旧

を実施しなければならない。 
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２ 市は、前項の復旧に当たっては、国、他の地方公共団体、関係機関及びボランテ

ィア団体と連携するものとする。 

３ 市は、必要に応じ、被災者の住宅、健康その他生活に係る課題に総合的に対応す

る体制を構築し、被災者の支援に取り組むものとする。 

４ 市は、災害により本市の区域に甚大な被害が生じ、本市の市民生活、経済活動等

の活力が低下している場合は、前３項に規定する復旧の取組に加え、市民、事業者

及び地域の防災組織と協働し、当該活力を取り戻すための各種施策（以下「復興施

策」という。）の実施に努めなければならない。 

５ 市、市民、事業者及び地域の防災組織は、復興施策の実施の過程において得た知

見、能力等を平時のまちづくりの取組に生かすよう努めるものとする。 

   第６章 災害の教訓等の伝承 

（災害の教訓等の活用等） 

第１４条 市、市民、事業者及び地域の防災組織は、その実施する防災の取組に災害

の教訓等を積極的に活用するよう努めなければならない。 

２ 市は、災害の教訓等を次の世代に伝承していくため、災害の教訓等に関する資料

を保存するものとする。 

３ 市は、災害の教訓等を広く発信し、他の地方公共団体の防災に貢献するよう努め

るものとする。 

（防災教育） 

第１５条 市、市民、事業者及び地域団体は、相互に連携し、災害の教訓等を踏まえ

た講座や訓練を実施する等あらゆる機会を通じて防災教育を推進するものとする。 

２ 子どもへの防災教育に当たっては、学校教育その他の場を通じて、防災に関する

知識、判断力、行動力等を習得できるよう配慮するものとする。 

（熊本地震の日） 

第１６条 市は、平成２８年熊本地震を通じて得た災害の教訓等を次の世代に伝承す

るとともに、防災への関心及び理解を深めることを目的として、毎年４月１６日を

熊本地震の日と定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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条 例 第  ３４  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表５の表に次のように加える。 

１５ 

熊本市部活動改革検討

委員会 

市立学校の部活動について、子どもの多様な体

験の機会を確保するとともに、持続可能な運営

を図るため、必要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4 年 10 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1464 号 

 

- 651 - 

 

条 例 第  ３５  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例 

 

 （熊本市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

  第１章 総則（第１条） 

  第２章 定年制度（第２条―第５条） 

  第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

  第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条） 

  第５章 雑則（第１３条） 

  附則 

    第１章 総則 

  第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。以下

「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２８条の２、第２８条の５、

第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の

章名を付する。 

    第２章 定年制度 

  第３条中「６０年」を「６５年」に改め、ただし書を削る。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこととなる場

合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、
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当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を

定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、

引き続き勤務させることができる。ただし、第９条の規定により異動期間（同条

第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条

第１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員で

あって定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下同じ。）

を占めているものについては、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期

間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認

を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係

る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支

障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の

事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

  第４条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「あ

る」に改め、「得て、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項

ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「（同項ただし書に

規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）」

を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命

権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第

２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事由が存し

なくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その期限を繰り上

げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

  本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

  （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 
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 第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職（医療

業務に従事する医師及び歯科医師の職を除く。）とする。 

 (1) 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）第２４条

第１項に規定する職 

 (2) 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条

例第１９号）第３条の２に規定する職 

 (3) 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）第

９条第１項に規定する職 

 (4) 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和  

４１年条例第５０号）第４条に規定する職 

 (5) 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条

例第１１６号）第４条に規定する職 

  （管理監督職勤務上限年齢） 

 第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。 

  （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

 第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下「他

の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、第１５条、第   

２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次に掲げる基準

を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任

又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降

任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る

法第１５条の２第１項第５号の標準職務遂行能力（次条第３項において「標準

職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を

有すると認められる職に降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監

督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督
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職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占め

る職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等も

する場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮し

てやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属す

る職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上

の段階に属する職に降任等をすること。 

  （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

 第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下同じ。）の末日の翌日から起

算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、

当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）

で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に当該管理監督

職を占めたまま勤務をさせることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員

の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の

事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障

が生ずること。 

 ２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長さ

れた当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内

に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から

定年退職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を
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更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超

えることができない。 

 ３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数

の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構

成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監

督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員につ

いて、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的

な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認

められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除

く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他

の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することがで

きず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監

督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異

動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を

占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職

群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項

に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期

間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定

により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きある

と認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長す

ることができる。 

  （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

 第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第３項

の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を
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得なければならない。 

  （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

 第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

    第４章 定年前再任用短時間勤務制 

  （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

 第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する

場合を除く。）をした者（以下この条において「年齢６０年以上退職者」という。）

を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１

週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条におい

て同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占

める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であると

きは、この限りでない。 

    第５章 雑則 

  （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人

事委員会規則で定める。 

 附則に次の３項を加える。 

 （定年に関する経過措置） 

 ５ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 
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令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

 ６ 熊本市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例（令和４年条例第

３５号。次項において「令和４年改正条例」という。）第１条の規定による改正

前の第３条ただし書に規定する職員については、前項の規定は、適用しない。 

 （年齢６０年に達する日以後の任用、給料等に関する情報の提供及び勤務の意思

の確認） 

７ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和４年改正条例第１条の規定によ

る改正前の第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用されたもの（異動等により情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この

項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が採用さ

れた日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職

員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前

年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適

用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するもの

とするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるもの

とする。 

 （熊本市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第２条 熊本市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第３号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、附則第９条の規定は、公布の日から施行する。 
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 （勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和

１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から

基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（第１条の規定に

よる改正後の熊本市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第３条

に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日

が施行日である場合には、第１条の規定による改正前の熊本市職員の定年等に関す

る条例（以下「旧条例」という。）第３条に規定する定年）を超える職（基準日に

おける新条例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限る。）及びこれに相

当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日か

ら基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定

又は地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年

改正法」という。）附則第３条第５項の規定により勤務している職員のうち、基準

日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場

合には、旧条例第３条に規定する定年）に達しているもの（当該人事委員会規則で

定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員）を昇任し、降任し、又は転任

することができない。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初

の３月３１日（以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。）

までの間にあるものであって当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る

旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新

たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっ

ては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年

に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達しているものを、従

前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超

えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項又は令和３年改正法附則第３条第５項の

規定により勤務した後退職した者 
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(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公

務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第 

２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用するこ

とをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項又は次条第１項若しくは第２

項の規定により採用することをいう。次項第５号において同じ。）をされたこと

があるもの 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にあるものであって当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会

規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者 

(3) 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改正

法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の

４第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

(4) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再

任用をされたことがあるもの 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でな

ければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項又は次条第１項若しくは第２項の規定に
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より採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定に

よる任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、

当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事

実に基づき良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再

任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、前条

第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであっ

て当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する短時間勤

務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めて

いるものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤

務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあ

っては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職

を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めている

ものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達し

ているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考

により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用すること

ができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４

項の規定にかかわらず、前条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にあるものであって当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新

条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定

年をいう。附則第８条において同じ。）に達しているもの（新条例第１２条の規定

により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実

績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲

内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 
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第５条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施

行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年

に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第６条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第 

２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置

されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧

条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職

員） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日（附則第３条及び第４条の規定が適用される間における各年の４月

１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されて

いたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における

新条例定年を超えるものとする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準
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日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新

条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新条例定年に達している職員とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第８条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４

月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の

翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日に

おける新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相

当年齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに

相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める

短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０年以上

退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において同日にお

ける当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に

達している者（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員

会規則で定める者）を、新条例第１２条の規定により採用することができず、新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１２条の規定により採用され

た職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基

準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職

に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委

員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任

用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第９条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０

年とする。 

 （熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１０条 熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第１
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号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法」

を削り、「掲げる職員」の次に「及び第２２条の４第３項に規定する定年前再任用

短時間勤務職員」を加える。 

 （熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、前条の規定

による改正後の熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条の規定の

適用については、同条の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 
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条 例 第  ３６  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例（昭和２８年条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第８条中「定めて、給料の月額」を「定めて、その発令の日に受ける給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額」に改め、「加算した額」の次に「及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額」を、「これに相当する額」の次に「。以下この条

において同じ。」を、「管理職手当の支給を受ける職員」の次に「（以下この条にお

いて「管理職手当受給職員」という。）」を加え、同条に後段として次のように加え

る。 

  この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額の１０分の１（現に管理職手当受給職員である者に係る減給に

あっては、５分の１）に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 附則に次の１項を加える。 

 （６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の職員に係る降任又は降給に関

する手続の特例） 

７ 第１０条第１項の規定は、法第２８条の２第１項の規定による降任又は熊本市一

般職の職員の給与に関する条例附則第２３項若しくは熊本市立学校の教育職員の給

与に関する条例附則第１４項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合

においては、人事委員会規則の定めるところにより、当該降任又は降給をする職員

に対し、当該降任又は降給をすることとなった旨の通知を行うものとする。 
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   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３７  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第１項中「常時勤務に服することを要する者（企業職員（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第１５条第１項の企業職員をいう。以下同じ。）及び地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項

の規定により採用された者を除く。以下」を「次に掲げる職員以外の職員（この項を

除き、以下単に」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項の特別職に属する職

員 

(2) 地方公務員法第２２条の２第１項各号に掲げる職員 

(3) 地方公務員法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条

第４号に掲げる職員 

(5) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４

８号）第５条の規定により採用された職員 

 第２条第２項中「職員以外の者」を「前項の規定にかかわらず、地方公務員法第   

２２条の２第１項第２号に掲げる者」に、「）が１８日」を「第１０条第２項におい

て「勤務日数」という。）が１８日（１月間の日数（熊本市の休日及び期限の特例を

定める条例（平成元年条例第３２号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入し

ない。）が２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数と
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の差に相当する日数を減じた日数。第１０条第２項において「職員みなし日数」とい

う。）」に改め、同項ただし書及び各号を削る。 

 第２条の４中「第５条の４」を「第５条の３」に改める。 

 第４条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、同項中第３号を第４号とし、

第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 

 第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、同項中第７号を第８号とし、

第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) ２５年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 

 第５条第２項中「（前項」を「（同項」に改める。 

 第５条の３中「第４条第１項第３号」を「第４条第１項第４号」に、「及び第６号」

を「、第５号及び第７号」に、「退職の日において定められているその者に係る定年

から１５年を減じた年齢」を「４５歳（熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭

和２６年条例第５号）第３条第２項第３号に掲げる医療職員給料表の適用を受ける職

員（第８条の２第１項第１号において「医療職員」という。）にあっては、５０歳）」

に改める。 

 第５条の４を削り、第５条の５を第５条の４とする。 

 第５条の６中「第４条第１項第２号及び第５条第１項第５号」を「第４条第１項第

３号及び第５条第１項第６号」に改め、同条を第５条の５とする。 

 第６条中「及び第５条の４」及び「（消防職員の退職手当の基本額にあっては、第

５条の２の規定の適用を受ける場合を除く。）」を削る。 

 第６条の２中「（同項の規定の適用を受ける消防職員にあっては、当該額に第５条

の４の規定に基づく加算額を加えた額）」を削る。 

 第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項において」に改め、「額

（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

 第６条の５第１項中「（消防職員にあっては、その額から第５条の４に規定する加

算額を控除した額）」及び「（消防職員にあっては、その額に第５条の４に規定する

加算額を加えた額）」を削る。 
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 第７条第５項中「再任用職員及び」を削り、同条の次に次の見出し及び２条を加え

る。 

 （勤続期間の計算の特例） 

第７条の２ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計

算については、当該各号に掲げる期間は、前条第１項に規定する職員としての引き

続いた在職期間とみなす。 

(1) 第２条第２項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続い

て１２月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間 

(2) 第２条第２項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、

同項に規定する勤務した月が引き続いて１２月を超えるに至るまでの間に引き

続いて職員となり、通算して１２月を超える期間勤務したもの その職員となる

前の引き続いて勤務した期間 

第７条の３ 第７条第５項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間には、第２条第２項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等として

の引き続いた在職期間を含むものとする。 

２ 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基

礎となる勤続期間の計算について準用する。 

 第８条の２第１項第１号中「定年から１５年を減じた年齢」を「４５歳（医療職員

にあっては、５０歳）」に改め、同条第２項第１０号中「問い合わせ」を「問合せ」

に改める。 

 第１０条第１項中「退職手当として」を「、退職手当として」に改め、同条第２項

中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこ

れに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられ

た日を含む。）が１８日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改め、同条第４項中「職

員が、」を「職員が」に、「とする」を「とし、当該退職の日後に事業（その実施期

間が３０日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他これ

に準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定めるところにより市長にその旨を

申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及びこ

の項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超え

る日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同
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条第１１項第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改め、同条第１７項中「本

条」を「この条」に改める。 

 第１４条第１項第２号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。 

 第１５条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第２号及び第３号中「再

任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に

改める。 

 第１７条第１項から第４項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第

５項中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免

職処分」に、「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第１項中「因る」を「よる」に改める。 

 附則中第２項から第５項までを削り、第６項を第２項とし、第７項から第１１項ま

でを４項ずつ繰り上げ、第１２項を削り、第１３項を第８項とする。 

 附則第１４項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改め、同項

を附則第９項とする。 

 附則に次の見出し及び８項を加える。 

 （令和５年４月１日以後に退職する者に関する経過措置） 

１０ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者で

あって年齢６０年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年

の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）

に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適

用については、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第    

１０項」とする。 

１１ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であって年齢

６０年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年の定めのな

い職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する

退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第１１項」と

する。 

１２ 前２項の規定は、熊本市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例
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（令和４年条例第３５号）による改正前の熊本市職員の定年等に関する条例（昭和

５９年条例第２７号。以下「旧定年条例」という。）第３条ただし書に規定する職

員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。 

１３ 熊本市一般職の職員の給与に関する条例附則第２３項及び熊本市立学校の教育

職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）附則第１４項の規定による職

員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

１４ 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第８号

に掲げる者に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の

３本文中「定年に達する日」とあるのは「定年（旧定年条例第３条本文の規定の適

用を受けていた者にあっては年齢６０年とし、同条ただし書の規定の適用を受けて

いた者にあっては年齢６５年とする。）に達する日」と、第５条の３の表第４条第

１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第

２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２

第２号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数１年につき」とあるのは「その者に係る定年（旧定年条例第３条本文の規定

の適用を受けていた者にあっては年齢６０年とし、同条ただし書の規定の適用を受

けていた者にあっては年齢６５年とする。）と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数１年につき」とする。 

１５ 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第８号

に掲げる者（旧定年条例第３条本文の規定の適用を受けていた者であって、退職の

日において定められているその者に係る定年が年齢６０年を超えるものに限る。）

に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３本文中 

「６月」とあるのは「０月」と、同条の表第４条第１項及び第５条第１項の項、第

５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表

第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数が１年である職員にあっては、１００分の２）」とあるのは  

「１００分の３」とする。 

１６ 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者が年齢６０年（旧定年条

例第３条ただし書の規定の適用を受けていた者にあっては、年齢６５年）に達する
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日前に退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、

第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項

及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第

１号の項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が

１年である職員にあっては、１００分の２）」とあるのは、「年齢６０年（旧定年

条例第３条ただし書の規定の適用を受けていた者にあっては、年齢６５年）と退職

の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の３を乗じて得た割合

を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

１７ 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者が年齢６０年（旧定年条

例第３条ただし書の規定の適用を受けていた者にあっては、年齢６５年）に達した

日以後に退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、

第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項

及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第

１号の項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が

１年である職員にあっては、１００分の２）」とあるのは、「１００分の２を退職

の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

 別表を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第４条の改正規定（同条第１項第１号に係る部分を除く。）、第５条の改正規

定（同条第１項第１号及び第２項に係る部分を除く。）、第５条の３の改正規定

（「第４条第１項第３号」を「第４条第１項第４号」に、「及び第６号」を     

「、第５号及び第７号」に改める部分に限る。）、第５条の６の改正規定（「第
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４条第１項第２号及び第５条第１項第５号」を「第４条第１項第３号及び第５条

第１項第６号」に改める部分に限る。）、第７条の改正規定、同条の次に見出し

及び２条を加える改正規定、第８条の２第２項第１０号の改正規定並びに第１０

条の改正規定（同条第２項及び第１１項に係る部分を除く。）並びに附則第１４

項の改正規定（「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める部

分に限る。）並びに次項、附則第５項及び第６項の規定 公布の日 

 (2) 第２条第２項の改正規定（「）が１８日」を「第１０条第２項において「勤務

日数」という。）が１８日（１月間の日数（熊本市の休日及び期限の特例を定め

る条例（平成元年条例第３２号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入し

ない。）が２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日

数との差に相当する日数を減じた日数。第１０条第２項において「職員みなし日

数」という。）」に改める部分に限る。）並びに第１０条第２項及び第１１項の

改正規定並びに附則第４項の規定 令和４年１０月１日 

２ この条例による改正後の熊本市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第１０条第４項の規定は、令和４年７月１日から適用する。 

 （経過措置） 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に対

する新条例第２条第１項第３号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短

時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は

第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」とする。 

４ 附則第１項第２号に掲げる改正規定による改正後の第２条第２項及び第１０条第

２項の規定は、令和４年１０月１日以後の期間における退職手当の支給の基礎とな

る勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前

の例による。 

５ 新条例第１０条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した

職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者

について適用する。 

６ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整
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備に関する条例（令和元年条例第１４号）附則第３項の規定の適用を受ける者（引

き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けること

ができた者を含む。）に対する新条例第７条の２の規定の適用については、同条中

「１２月」とあるのは、「６月」とする。 

７ 当分の間、新条例附則第１０項から第１７項までの適用を受ける職員に対する熊

本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成７年条例第５０号。

以下この項において「平成７年改正条例」という。）附則第５項から第８項までの

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

平成７年改正条

例附則第５項 

この条例による改正後の熊本

市職員の退職手当に関する条

例(以下「新条例」という。) 

新条例 

新条例第３条から第５条の３

まで 

新条例第３条から第５条の３

まで及び附則第１０項から第

１７項まで 

平成７年改正条

例附則第６項 

前項 熊本市職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例

（令和４年条例第３７号。以下

「令和４年改正条例」という。）

附則第７項の規定により読み

替えられた前項 

平成７年改正条

例附則第７項 

新条例第５条の２ 新条例第５条の２及び附則第

１３項 

平成７年改正条

例附則第８項 

新条例第５条 新条例第５条又は附則第１１

項 

附則第５項 令和４年改正条例附則第７項

の規定により読み替えられた

附則第５項 

 （熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

８ 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改
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正する。 

  附則第５項中「（新条例第５条の４に規定する消防職員にあっては、当該額に新

条例第５条の４に規定する加算額を加算した額（当該加算した額が当該消防職員の

給料月額に４９．５９を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額））」を

削る。 

９ 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成２０年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第１項中「（旧条例第５条の３に規定する消防職員にあっては、当該

額に旧条例第５条の３に規定する加算額を加算した額（当該加算した額が当該消防

職員の給料月額に４９．５９を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額））」

を削り、「第５条の４」を「第５条の３」に改める。 

１０ 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年条例第 

３７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項第２号中「第５条の４」を「第５条の３」に改める。 
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条 例 第  ３８  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正

する条例を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年

条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項第４号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第５号を第６

号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 熊本市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条の規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３９  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第２条第４号アからウまで以外の部分を次のように改める。 

非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 

第２条第４号ア(ｱ)中「第２条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定す

る期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過す

る日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように

改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日。以下(ｱ)において同じ。）において育児

休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当

該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とするもの 

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前

の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児
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休業をしようとするもの 

 第２条第４号ウを削り、同号を同条第５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

(3) 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職を占める職員 

第２条の３第３号を次のように改める。 

(3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場

合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ

及びウに掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合

にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６箇月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの

号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休

業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配

偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める事由に該

当する場合 
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エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間におい

てこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。 

育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に達するま

での子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第

７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場

合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当

する場合）とする。 

第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業を

する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の

日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

第２条の４に次の１号を加える。 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の５を削る。 

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条第８号中

「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職

員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に

特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「任期の末日の」を「育児休業に

係る子について、当該更新前の任期の末日の」に、「当該引き続き採用される」を「当

該採用の」に改め、同号を同条第７号とし、同条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間とする。 

 第１０条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 



令和 4 年 10 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1464 号 

 

- 679 - 

 

(2) 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職を占める職員 

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

第１５条の表中第３条第４項の項を削り、第４条第１項、第２項及び第４項の項中

「算出率」を「勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）」に、

第１５条第２項第２号の項及び第２６条第２項の項中「再任用短時間勤務職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１６条の表中第４条第４項の項を削り、第５条第１項、第２項及び第４項の項中

「算出率」を「勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）」に改

める。 

第２２条の２の表中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

第２３条第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」を「第２２条の４第

３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

第２４条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

附則中第１０項を第１２項とし、第６項から第９項までを２項ずつ繰り下げ、第５

項の次に次の見出し及び２項を加える。 

 （６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の職員に係る給料の特例が適用

される育児短時間勤務職員等に関する読替え） 

６ 育児短時間勤務職員に対する一般職給与条例附則第２３項又は教育職給与条例附

則第１４項の規定の適用については、これらの規定中「）とする」とあるのは、「）

に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

７ 育児休業法第１７条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第２３項又
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は教育職給与条例附則第１４項の規定の適用を受ける場合における第１９条の規定

の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第６項」

とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第２条中第４号を第５

号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に１号を加える改正規定、第１０条、第

１５条、第１６条、第２２条の２、第２３条及び第２４条の改正規定並びに附則の

改正規定並びに附則第３項及び第４項の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例によ

る改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 熊本市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年条例第４２号）

附則第３項及び熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（令和４年条例第４４号）附則第３項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された

職員であって地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

１７条の規定による短時間勤務をしているものについて準用する。 

４ 地方公務員法の一部を改正する法律附則第６条第１項又は第２項の規定により採

用された職員は、この条例による改正後の第２３条第２号及び第２４条第１項の定

年前再任用短時間勤務職員とみなす。 
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条 例 第  ４０  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同法第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を「第２２条の４第３項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

 第３条及び第４条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

 第１１条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第１号中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「この号」の

次に「及び第３項」を加え、同条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同条第３項中「（この項の規定により繰り越されたものを除く。）」

を削り、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

  ただし、この項の規定により繰り越された年次有給休暇の日数及び第１項第３号

の規定により与えられた年次有給休暇のうち地方公営企業等労働関係法適用職員等

としての在職期間中に与えられた年次有給休暇であって当該年の前年から繰り越さ
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れたものの残日数に相当する日数については、この限りでない。 

 第１９条中「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１１条第１項第３号の

改正規定及び同条第３項の改正規定（「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」と

いう。）附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の熊本市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第３項、第３条、第４条第２

項、第１１条第１項第１号及び第１９条の規定を適用する。 

３ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第１１

条第１項各号列記以外の部分、第２項及び第３項の規定を適用する。 

 （熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例の一部

改正） 

４ 熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例（平成

３０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

 （熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

５ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、前項の規定

による改正後の熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関す

る条例第９条第１項の適用については、同項の定年前再任用短時間勤務職員とみな

す。 
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条 例 第  ４１  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用されている職員を除く。）」を削

り、同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加え、

同項第４号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第５号を第６号とし、第

４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 熊本市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条の規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

又は第２項の規定により採用された職員に対するこの条例による改正後の公益的法

人等への熊本市職員の派遣等に関する条例第２条の規定の適用については、同条第

２項第１号中「定めて任用されている職員」とあるのは、「定めて任用されている

職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第

１項又は第２項の規定により採用されている職員を除く。）」とする。 
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条 例 第  ４２  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第３条第４項を次のように改める。 

４ 法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員

に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた

額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

 第３条の２を削る。 

 第４条第２項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第３項及び第５項中「そ

の者」を「当該職員」に改める。 

 第１５条第１項第１号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加え、同項

第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第１号中「その者」

を「当該職員」に改め、「相当する額（以下」の次に「この号において」を加え、同

号ただし書中「以下」の次に「この号及び第３号において」を加え、同項第２号中「再

任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「そ

の者」を「当該職員」に改める。 

 第２１条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項中「再任用短時間
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勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「「１００分の１００」を       

「、「１００分の１００」に改め、同条第４項及び第５項中「場合は」を「場合には」

に改める。 

 第２６条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

 第２９条第２項中「第９条」を「第４条、第９条」に、「再任用職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第３０条第２項中「以下」を「第３１条第２項第１号及び第２号において」に、「そ

の者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改める。 

 第３１条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当該

職員」に改め、同条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

 附則に次の見出し及び８項を加える。 

 （６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の職員に係る給料の特例） 

２３ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の

４月１日（附則第２６項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち、第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級

並びに第４条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の受ける号

給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げるものとする。）とする。 

２４ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員 

(2) 熊本市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例（令和４年条例第

３５号）の規定による改正前の熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条

例第２７号）第３条ただし書に規定する職員に相当する職員 

(3) 熊本市職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の規定により同条

第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項の規定により延長された期間を
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含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

(4) 熊本市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

２５ 附則第９項、第１９項、第２０項、第２１項又は熊本市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例（平成２３年条例第８号。以下「平成２３年改正

条例」という。）附則第７項の規定による給料を支給される職員に対する附則第  

２３項の規定の適用については、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額と附

則第９項、第１９項、第２０項、第２１項又は平成２３年改正条例附則第７項の規

定による給料の額との合計額」とする。 

２６ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当

該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２８項において「異動日」

という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に

附則第２３項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定

日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００

分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととな

るもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附

則第２３項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日

給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

２７ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「第３条第３項の規定により当該職員の属す

る職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

２８ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第２３項の規定の

適用を受ける職員に限り、附則第２６項に規定する職員を除く。）であって、同項

の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところによ
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り、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

２９ 附則第２６項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第２３項

の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給

料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

３０ 附則第２３項から前項までに定めるもののほか、附則第２３項の規定による給

料月額、附則第２６項の規定による給料その他附則第２３項から前項までの規定の

施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
190,300  

円 
213,800  

円 
257,100  

円 
276,600  

円 
291,400  

円 
318,500  

円 
381,600  

円 
433,000  

 別表第３再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
190,300  

円 
213,800  

円 
257,100  

円 
276,600  

円 
291,400  

円 
318,500  

円 
381,600  

円 
433,000  

 別表第４再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
296,200  

円 
338,600  

円 
393,000  

円 
466,000  

円 
565,900  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」と

いう。）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの条例による改正後

の熊本市一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第３

条第４項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）であるものとした場合に適用される同条第２項に規定する給料表

の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第３項の規

定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「とする」とあるのは、「に、熊本市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成７年条例第２号）第２条第２項の規定により定められた当該暫

定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする」とする。 

４ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が

定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第３

条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月

額のうち、同条第３項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の

級に応じた額に、熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定

により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後

の条例第１５条第２項、第２１条第２項及び第２６条第２項の規定を適用する。 

６ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、改正後の条例第３０条第３項の規定を適用する。 

７ 改正後の条例第３１条第１項の職員に暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務

職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ご

との総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号及び第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再
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任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。 

８ 改正後の条例第４条、第９条、第１０条、第１１条（医療職員給料表の適用を受

ける職員に係る部分に限る。）、第１３条、第１４条及び第１８条の規定は、暫定

再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。 

９ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 （熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

１０ 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 
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条 例 第  ４３  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市議会議員及び熊本市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市議会議員及び熊本市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 熊本市議会議員及び熊本市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平

成６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７，

５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条第１号中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改め、同条第２号中「５円２銭」

を「５円１８銭」に、「３７５，５００円」を「３８６，５００円」に改める。 

第１１条第１号中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」

を「３１６，２５０円」に改め、同条第２号中「２７円５０銭」を「２８円３５銭」

に、「５７３，０３０円」を「５８６，９０５円」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市議会議員及び熊本市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選

挙から適用する。 
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条 例 第  ４４  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条第１号中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者」を「第

２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）」に改める。 

第４条第４項を次のように改める。 

４ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に

適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、

前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、

勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職

員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 

第４条の２を削る。 

第５条第２項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第３項及び第５項中「そ

の者」を「当該職員」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第５条の２ 前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

第７条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第８条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当該職
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員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改める。 

 第１６条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 附則に次の見出し及び７項を加える。 

（６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の職員に係る給料の特例） 

１４ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の

４月１日（附則第１６項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち、第４条第３項の規定により当該職員の属する職務の級

並びに第５条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の受ける号

給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを 

１００円に切り上げるものとする。）とする。 

１５ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員 

(2) 熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）第９条第１項又

は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項の規

定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占

める職員 

(3) 熊本市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

１６ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当

該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第１８項において「異動日」

という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に

附則第１４項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定

日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００

分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととな

るもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附
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則第１４項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日

給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

１７ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第４条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４条第３項の規定により当該職員の属す

る職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

１８ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１４項の規定の

適用を受ける職員に限り、附則第１６項に規定する職員を除く。）であって、同項

の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところによ

り、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１９ 附則第１６項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１４項

の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給

料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

２０ 附則第１４項から前項までに定めるもののほか、附則第１４項の規定による給

料月額、附則第１６項の規定による給料その他附則第１４項から前項までの規定の

施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前
再 任 用
短 時 間
勤 務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
234,000 

円 
274,300 

円 
303,000 

円 
338,800 

円 
415,200 

 別表第３再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 
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定 年 前
再 任 用
短 時 間
勤 務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
225,200 

円 
271,100 

円 
298,100 

円 
331,900 

円 
405,200 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」と

いう。）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの条例による改正後

の熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）

第２条第１号に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）であるものとした場合に適用される第４条第２項に規定する

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第３

項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「とする」とあるのは、「に、熊本市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成７年条例第２号）第２条第２項の規定により定められた当該暫

定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする」とする。 

４ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が

定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第４

条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月

額のうち、同条第３項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の

級に応じた額に、熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２

号）第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 
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５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後

の条例第２条第１号及び第６条第３項において準用する熊本市一般職の職員の給与

に関する条例（昭和２６年条例第５号）第２６条第２項の規定を適用する。 

６ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、改正後の条例第５条の２、第７条第３項及び第１６条第３項の規定を

適用する。 

７ 改正後の条例第８条第１項の職員に暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職

員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごと

の総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号及び第２号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任

用職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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条 例 第  ４５  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例を公

布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年条例第６１号）

の一部を次のように改正する。 

 

附則第２項中「この項において」を削り、同項の次に次の１項を加える。 

３ 教育職給与条例附則第１６項、第１８項又は第１９項の規定による給料を支給さ

れる職員に対する第３条第１項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあ

るのは、「給料月額と教育職給与条例附則第１６項、第１８項又は第１９項の規定

による給料の額との合計額」とする。 

 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４６  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条例第 

１１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び

同法」を削り、「（以下「職員」という。）」を「及び同法第２２条の４第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

（以下「職員」と総称する。）」に改める。 

第２７条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に対

するこの条例による改正後の熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定め

る条例の規定の適用については、同条例第２条第１項中「及び同法第２２条の４第

３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）」とあるのは「、同法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時
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間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又

は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」と、同条例第２７条

第１項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職

員及び地方公務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項若しくは第２項又は第

６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」とする。 
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条 例 第  ４７  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例（平成元年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第６条第１項第３号中「有する者」の次に「（以下「所有者等」という。）」を加

え、「、当該環境保護地区」を「当該環境保護地区」に改め、同項第４号中「前３号」

を「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 第８条第１項の保護協定の締結後１０年以上を経た場合で、当該協定を締結し

た所有者等から解除の申出があったとき。 

 第７条第１項中「所有者、管理者又はその他の権限を有する者（以下「所有者等」

という。）」を「所有者等」に改める。 

 第２７条第２項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４８  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び

同法」を削り、「（以下「職員」という。）」を「及び同法第２２条の４第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

（以下「職員」と総称する。）」に改める。 

第１７条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に対

するこの条例による改正後の熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例の規定の適用については、同条例第２条第１項中「及び同法第２２条の

４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）」とあるのは「、同法第２２条の４第３項に規定する定年前再任
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用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務

員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第

２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」と、同条例第

１７条第１項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間

勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項若しくは第２項

又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」とする。 
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条 例 第  ４９  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市体育施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市体育施設条例（昭和６０年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表弓道場の項使用料の欄２個人使用料の表中 

「          「         

南部総合

スポーツ

センター 

植木弓道

場 

 

 

  を  

南部総合

スポーツ

センター 

城南総合

スポーツ

センター 

植木弓道

場 

 に改める。 

        」              」 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（熊本市都市公園条例の一部改正） 

２ 熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第５弓道場の項使用料の欄２個人使用料の表備考第３項中「の弓道場並びに

南部総合スポーツセンターの弓道場」を「、南部総合スポーツセンター及び城南総

合スポーツセンターの弓道場」に改める。 

 （熊本市総合体育館・青年会館条例の一部改正） 

３ 熊本市総合体育館・青年会館条例（昭和６１年条例第１０号）の一部を次のよう
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に改正する。 

  別表１総合体育館使用料(2)一部使用料の表備考第７項中「及び南部総合スポーツ

センター」を「、南部総合スポーツセンター及び城南総合スポーツセンター」に改

める。 
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条 例 第  ５０  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市景観審議会条例の一部を改正する条例を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市景観審議会条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市景観審議会条例（平成１５年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

 （専門部会） 

第７条 特別の事項を調査審議させる必要があるときは、審議会に専門部会を置くこ

とができる。 

２ 専門部会に、当該特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができ

る。 

３ 特別委員は、学識経験を有する者、市議会議員、関係行政機関の職員その他市長

が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

４ 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。 

５ 専門部会は、会長が指名する委員及び特別委員（以下「部会員」という。）をも

って組織する。 

６ 専門部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。 

７ 第４条（第１項を除く。）及び第５条の規定は、専門部会について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」と

あるのは「専門部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ５１  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市営住宅条例（平成９年条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第８号ア中「の規定による一時保護又は」を「に規定する一時保護、」

に、「の規定による保護」を「に規定する婦人保護施設における保護又は児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第２３条第 1 項に規定する母子生活支援施設にお

ける保護」に、「もの」を「者」に改め、同号に次のように加える。 

ウ 婦人相談所（売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に規定する婦人相

談所をいう。）又は配偶者暴力相談支援センター（配偶者暴力防止等法に規

定する配偶者暴力相談支援センターをいう。エにおいて同じ。）により暴力

の被害を受けている旨の証明書が発行されている者 

エ 配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所（社会福祉法（昭和２６年法律

第４５号）に規定する福祉に関する事務所をいう。）若しくは市町村又は行

政機関若しくは関係機関と連携して被害者の支援を行っている団体により

暴力を理由として避難していることを申し出たことが確認されている者 

 第８条第１項中「する者」を「するもの」に改める。 

第２条 熊本市営住宅条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第８号ア中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改め、同号

ウ中「婦人相談所（売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に規定する婦人相談

所」を「女性相談支援センター（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令

和４年法律第５２号）に規定する女性相談支援センター」に改める。 

 

   附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和６年４月１日から施
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行する。 
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条 例 第  ５２  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第 

１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法」

を削り、「（以下「職員」という。）」を「及び同法第２２条の４第３項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）（以

下「職員」と総称する。）」に改める。 

第１６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に対

するこの条例による改正後の熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定め

る条例の規定の適用については、同条例第２条中「及び同法第２２条の４第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）」とあるのは「、同法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤
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務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第

６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」と、同条例第１６条中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公

務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員」とする。 
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条 例 第  ５３  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 当分の間、第２条第２項の規定の適用については、同項中「第５号」とあるの

は「第５号、第１０号」と、「２００円」とあるのは「１０円」とする。 

第２条 熊本市手数料条例の一部を次のように改正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

 

   附 則 

この条例中第１条の規定は令和４年１２月１日から、第２条の規定は規則で定める

日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ４９  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公

布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則（平成元年規則第４７号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「環境保護地区指定（変更・解除）案通知書（様式第１号）」を「環境保

護地区指定（変更・解除）案に係る通知書を交付すること」に改める。 

 第４条中「様式第２号」を「様式第１号」に改める。 

 第５条第３号を削る。 

 第６条中「（様式第３号）」を削る。 

 第７条中「（様式第４号）」を削る。 

 第１０条第２項中「は、」の次に「当該所有者等から」を加え、「（様式第５号）

による」を「の提出を受ける」に改め、同条第３項中「様式第６号」を「様式第２号」

に改める。 

 第１１条中「（様式第７号）」を削る。 

 第１３条第１号中「（様式第８号）」を削り、同条第２号中「宅地造成における緑

に関する申請書（様式第９号）」を「宅地造成に関する工事に伴う緑に関する申請書」

に改める。 

 第１４条第１項中「環境保護地区指定交付金申請書（様式第１０号）」を「環境保

護地区指定交付金申請書を」に改め、「（様式第１１号）」を削り、同条第２項中「（様

式第１２号）」を削る。 
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 第１５条中「様式第９号」を「様式第３号」に改める。 

 第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

 （書類の様式等） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定により使用する書類に記載

すべき事項及びその様式は、市長が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号を削る。 

 様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第４条関係）」に改め、同様式を様

式第１号とする。 

 様式第３号から様式第５号までを削る。 

 様式第６号中「様式第６号」を「様式第６号（第１０条関係）」に改め、同様式を

様式第２号とする。 

 様式第７号から様式第１２号までを削る。 

 様式第１３号中「様式第１３号」を「様式第１３号（第１５条関係）」に改め、同

様式を様式第３号とする。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ５０  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

第１条 熊本市業務職員の給与に関する規則（平成１９年規則第２８号）の一部を次 

のように改正する。 

第４条第１項及び第３項中「その者」を「当該業務職員」に改める。 

  別表第１中「１３３，７００」を「１３８，９００」に、「１３４，５００」を      

「１３９，４００」に、「１３５，３００」を「１３９，９００」に、          

「１３６，２００」を「１４０，４００」に、「１３７，１００」を          

「１４０，９００」に、「１３８，１００」を「１４１，４００」に、         

「１３９，１００」を「１４１，９００」に、「１４０，１００」を          

「１４２，４００」に、「１４１，１００」を「１４２，９００」に、         

「１４２，１００」を「１４３，４００」に、「１４３，１００」を          

「１４３，９００」に、「１４４，１００」を「１４４，５００」に改める。 

第２条 熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項を次のように改める。 

３ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第３項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員として採用された業務職員の給料月額は、別表第１業

務職員給料表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前

項の規定により当該業務職員の属する職務の級に応じた額に、熊本市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）第２条第３項の規定により定

められた当該業務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。 

 第２条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 
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附則中第１０項を第１２項とし、第９項の次に次の見出し及び２項を加える。 

  （６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の業務職員に係る給料の特例） 

１０ 当分の間、業務職員の給料月額は、当該業務職員が６０歳に達した日後にお

ける最初の４月１日以後、当該業務職員に適用される給料表の給料月額のうち、

第２条第２項の規定により当該業務職員の属する職務の級及び第３条から第４

条の２までの規定により当該業務職員の受ける号給に応じた額に１００分の７

０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるも

のとする。）とする。 

１１ 前項の規定は、次に掲げる職員に該当する業務職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員 

(2) 熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）第４条第１

項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退

職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

 別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前
再 任 用
短 時 間
勤 務 職
員  

 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 
199,400 

円 
208,300 

円 
229,900 

円 
250,700 

円 
282,100 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は令和４年１０月１日から、第２条及び次項から附則第

６項までの規定は令和５年４月１日から施行する。 

 （暫定再任用業務職員及び暫定再任用短時間勤務業務職員の給与の特例） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」と

いう。）附則第４条第１項又は第２項の規定により暫定再任用職員として採用され

た業務職員（以下「暫定再任用業務職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任

用業務職員がこの規則による改正後の熊本市業務職員の給与に関する規則（以下「改
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正後の規則」という。）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とし

て採用された業務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第１業

務職員給料表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条

第２項の規定により当該暫定再任用業務職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用業務職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、熊本市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成７年条例第２号）第２条第２項の規定により定められた当

該暫定再任用業務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする」とする。 

４ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により暫定再任用短時間勤務職員とし

て採用された業務職員（以下「暫定再任用短時間勤務業務職員」という。）の給料

月額は、当該暫定再任用短時間勤務業務職員が改正後の規則第２条第３項に規定す

る定年前再任用短時間勤務職員として採用された業務職員であるものとした場合に

適用される改正後の規則別表第１業務職員給料表定年前再任用短時間勤務職員の項

に掲げる基準給料月額のうち、同条第２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務

業務職員の属する職務の級に応じた額に、熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務業務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 前３項に定めるもののほか、暫定再任用業務職員の給与にあっては熊本市一般職

の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の別表第２行政職員給料表の

適用を受ける暫定再任用職員の、暫定再任用短時間勤務業務職員の給与にあっては

同表の適用を受ける暫定再任用短時間勤務職員の例による。 

 （細則） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、市長が定める。 
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規 則 第  ５１  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則（令和２年規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

 

 別表第１中「１３３，７００」を「１３８，９００」に、「１３４，５００」を     

「１３９，４００」に、「１３５，３００」を「１３９，９００」に、          

「１３６，２００」を「１４０，４００」に、「 １３７，１００」を           

「１４０，９００」に、「１３８，１００」を「１４１，４００」に、          

「１３９，１００ 」を「１４１，９００」に、「１４０，１００」を           

「１４２，４００」に、「１４１，１００」を「１４３，０００」に、          

「１４２，１００ 」を「１４３， ５００」に、「１４３，１００」を           

「１４４，０００」に、「１４４，１００」を「１４４，５００」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ５２  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市長職務代理者の順序に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市長職務代理者の順序に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市長職務代理者の順序に関する規則（昭和５０年規則第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 本則中「がともに事故」を「にともに事故」に改め、本則に次の２号を加える。 

 (4) 熊本市事務分掌条例（昭和４６年条例第３６号）第１条の規定により置かれる

組織（都市政策研究所を除く。）の長又は中央区長、東区長、西区長、南区長若

しくは北区長 

 (5) 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）別表第２行

政職員給料表の職務の級が８級の職（危機管理監を除く。） 

 本則を第１条とし、同条に見出しとして「（市長職務代理者の順序）」を付し、同

条の次に次の１条を加える。 

 （該当者が２人以上いる場合における市長職務代理者） 

第２条 前条の場合において、同条第４号又は第５号に掲げる職にある職員が２人以

上いるときは、次に掲げる職員が市長の職務を代理する。 

 (1) 前条各号に掲げる職に在職した期間を通算した期間が最も長い職員 

 (2) 生年月日が最も早い職員（前号に掲げる職員が２人以上いる場合に限る。） 

 (3) くじで定めた職員（前号に掲げる職員が２人以上いる場合に限る。） 

 

附 則 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ５３  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市事務分掌規則(平成８年規則第３８号)の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１３項を削り、同条中第１４項を第１３項とし、第１５項を第１４項とし、

同条第１６項中「、アジア・太平洋水サミット推進室」を削り、同項を同条第１５項

とし、同条中第１７項を第１６項とし、第１８項を第１７項とし、第１９項を第１８

項とする。 

別表(6)環境局の表環境推進部の部水保全課の項事務分掌の欄第９号中「関係機関等

との連絡調整」を「アジア・太平洋水サミット」に改め、同欄第１０号中「アジア・

太平洋水サミット推進室(室)」を「関係機関等との連絡調整」に改め、同部アジア・

太平洋水サミット推進室(室)の項を削る。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （熊本市物品会計規則の一部改正） 

２ 熊本市物品会計規則(昭和４０年規則第２４号)の一部を次のように改正する。 

別表環境局の部環境推進部の款水保全課の項を削る。 
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  訓   令   

訓 令 第  ６  号   

令和 ４ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第３中「アジア・太平洋水サミット推進室」を削る。 

  

附 則 

 この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。 
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  公   告   

公 告 第 ６ ８ ２ 号 

令和４年１０月４日 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第２項

の特定空家等であると認められる建築物（以下「本件建築物」という。）について、

その所有者及び管理者（以下「所有者等」という。）を確知することができないため、

同法第１４条第１０項の規定により、次のとおり公告する。 

 

熊本市長 大西 一史 

 

 

１ 本件建築物の所在等 

  所在  熊本市中央区坪井 5 丁目 317 番 

  用途  住宅 

 

２ 所有者が行うべき措置 

（１）本件建築物等を除却すること 

（２）本件建築物の内部又はその敷地に残地されている動産等（以下「動産等」

という。）を措置の期限までに運び出し、適切に処分等すること 

（３）本件建築物等の除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に

従って適切に処理すること 

 

３ 措置の期限 

  令和４年（２０２２）年１１月１８日 

 

４ 略式代執行 

  期限までに措置が行われない場合は、熊本市長又はその命じた者若しくは委任し

た者（以下「市長等」という。）が、所有者等の負担において、本件建築物を除却

する。 
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５ 本件建築物の内部又はその敷地に残地されている動産等の取扱い 

   市長等が本件建築物を除却する際、本件建築物の中及びその敷地に残置されて

いる動産等は、当該動産等に相当の価値があると市長等が認めるものを除き、撤

去・処分する。 

   動産等について所有権その他の権利を主張する者は、措置の期限までに当該動

産等を搬出し、又はその物を指定して動産等を保管し、若しくは引き渡すよう以

下の問い合わせ先へ通知すること。 

 

 

６ 問い合わせ先 

  〒８６０－８６０１ 

  熊本市中央区手取本町１番１号 

  熊本市都市建設局住宅部空家対策課 

  電話（直通） ０９６－３２８－２５１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


